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新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは

診療所に関する広告の取扱いについて 

 

 

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告（以下「医療広告」

という。）については、患者等の利用者保護の観点から、医療法（昭和 23年法律

第 205 号。以下「法」という。）の規定等により制限されているところである。 

今般、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、国民の医療機関等による感染拡大

防止の取組に対する理解を促進し、適切な受診を行うことに資するよう医療機

関等に適用される医療広告規制について下記のとおり定めることとしたので、

貴職におかれては、内容を十分にご了知の上、併せて、管下の病院、診療所及び

助産所並びに関係団体等に対する周知をお願いする。 

なお、本事務連絡は新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた特例的対応

であり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第 1 項の規定に基

づく技術的助言であることを申し添える。 

 

記 

 

医療機関等の管理者が、業種別ガイドライン（国の新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針に従い業種ごとに業界団体が策定したものに限る。）

を遵守するための措置を講じており、かつ以下１の要件を満たす場合には、法

第６条の５第３項第 10 号（※１）に定める医療の安全を確保するための措置

に該当するものとして、当該医療機関等が新型コロナウイルス感染症防止対策

を強化している旨が広告可能である。 
 

（※１）患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保する
ための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所
の管理又は運営に関する事項 

１．業種別ガイドラインの公表及び医療機関等の認証 

（１）客観性を担保するため、広告を行おうとする医療機関等が遵守する業種



別ガイドライン（業種別ガイドラインの遵守状況を医療機関等が自己点検

するチェック項目等を含む。）が、厚生労働省等政府機関のホームページに

おいて公開され、患者が容易に確認できる状態であること（※２）。 
 
（※２）全業種のガイドラインの一覧は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

ホームページにも掲載されている。 
 

（２）併せて、業種別ガイドラインを作成した団体又は業種別ガイドラインに

より認証業務を行うとされた団体（以下「認証機関」という。）により、 

・ 広告を行おうとする医療機関等が業種別ガイドラインを遵守した感

染症防止対策を行っていることが認証されるとともに、 

・ 認証された医療機関等を患者が容易に確認できるよう、認証医療機

関等の一覧がウェブサイト等において分かりやすく公表されている 

こととする。 

（３）認証機関は、その認証した医療機関等の院内において新型コロナウイル

ス感染症の深刻な感染拡大が生じた場合であって、当該医療機関等が業種

別ガイドラインを遵守していない事実が認められた場合には、当該医療機

関等の認証を取り消すとともに、ウェブサイト等に掲載する認証医療機関

等の一覧から削除する等の適切な対応を行うこと。 

 

なお、当該要件を満たす医療機関等の認証の枠組みとして、公益社団法人日

本医師会が業種別ガイドライン及びチェック項目等を作成して医療機関を認

証する「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関みんなで安心

マーク事業」（別添１）及び公益社団法人日本歯科医師会が業種別ガイドライン

及びチェック項目等を作成して歯科医療機関を認証する「新型コロナウイルス

感染症等感染防止対策実施歯科医療機関みんなで安心マーク事業」（別添２）が

あり、これらの団体による認証を取得した医療機関等においては、新型コロナ

ウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能であることに留意され

たい。 

 

２．虚偽広告・誇大広告の禁止 

医療機関等は、広告にあたって認証機関による認証マークを活用して差し支

えないが、例えば、以下については、虚偽広告又は誇大広告として医療法違反

であり認められない。 

・ 自己点検により全てのチェック項目等を遵守出来ていないことを認識し

ながら認証マーク等を掲示すること。 

・ 認証の有無に関わらず、「医療の安全を保障します」や「万全の安全管理

体制」等と表示すること。 

・ 認証マークに添えて、「当院は感染対策が万全であり絶対に感染しません」

など事実を不当に誇張して表現し患者を誤認させるような表示を行うこと。 

以上 


